
全国介議保険・高齢者保櫨描祉担当課長合議資料(抜粋〉 22 年 3 月 5 日

1 .帯欝7村地域舘盤ケア推進撃諜について

0 地域住民が住み慣れた地域で安心して過ごすためには、

① 一人一人のニーズ、に応じて、 i亙療や介護のみならず、介護保険外サーピスを含め

た様々な生活文擾サービスが日常生活の場で用意されていること

② 同時に、サービスがバラバラに提供されるのではなく、包括的@継続的に提供

できるような地域での体制づくり

が必要である。(地域包括ケア)

。 忽括的@継続的にサーピスを提供するには、地域住民のニーズに応じて医療 e 介護

@福祉サーピスなどを適切にコーディネートし、適時に供給する体制が必要であるが、

その中心的な役割として、地域包括支援センタ一等が活躍することを期待されている

ところ。(地域包括支援ネットワークの構築)

0 そこで、市町村が地域住民のニーズや地域課題を把握し、地域包揺支竣センタ

を活用して地域のコーヂィネート機能を強化し、ニーズ、に対応するための介護保険外

サーピスを含めた地域包括支援ネットワークを強化推進していくことにより、地域

包括ケアの体制づくりを推進するための事業を創設したもの。

0 また、今後、地域組括ケアを全国的に推進していくため、 の検証等を併せて

行うこととしており、事業の詳細については別添を参照されたい。

0 今後の地域包括ケア推進のため、本事業の積械的な活用について管内市町村に対し

て照知願いたい。

O なお、各都道府県におかれては、本事業の円滑な実絡にご協力をお昨夏し冗するととも

に、本事業に限らず管内市町村の地域包括ケアの推進のための取組み状況を把握して

いただ、き、厚生労働省へ博報提供していただくとともに、管内市町村へ広く周知して

いくなど全国的な地域包括ケアの推進にご協力をお願いしたい。
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〈別添〉

市間村地域包括ケア推進事業の概婆

l 自的 i 
地域包括ケ?を推進する疋め、地域怨括支援センター等のコーヂィネート機

能の強化や地域課題に対応しだ課題解決の仕組み作りを行う。

1 実施主体 | 
市区町村。疋だし、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施できる事業所

等に委託することができる。ま疋、事業の実施範閤は、市区町村内の特定の地

域〈例えば、 00地域包括支援センターの担当圏域など〉を対象として実施す

ることも司能。

事業の全体像〈詳細は別紙〉

i ⑦ 地域の課題を把握するだめの調査を実施〈既葎の調査の活用ち司〉。

j ※補助対象外 : 

ーに二ユー
j ② ①の結果を受11、

地域包括支援センター等機能強化事業 i 

集合住者等に居住する要介護者等に対する総合支援事業 1 

3 を実施。

j 陣域包括支援センター等機能強化事業i
l基本事業I (基本的にすべての市区町村において実施〉
{全国で50市区町村が対象予定〕

0地域包括支援ネットワーク強化誰進事業

O地域包括支援センター等広域連携事業

o地域の実憶に応じた響楽

繍劫単舗の田安:

1 市区町村につき3事業合わせて 800 万円程度

陸京語詞〈基本事業を実施した上で実施主体の判断により実施〉
〔基本事撲を実施する市区町村のうち5市区町村が対象予定〕
01 T化推進事業

補肪単{屈の自安: 1 市区町村につき 1.000 万円程度
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|集合住宅等!こ居住する要介護者等に対する総合支援事業
〔全国で5市区町村が苅象予定〕

(補肪単錨の邑安: 1 市区町村につき 2，000 万円程度

ーよ二二」

j ③ 今後の地域包括ケア権進のだめの検討に資するだめ、ケア上の刻果や i

j 課題、事業のコスト等について検証を行い、厚生労働省において実施す;

る会議等において報告 ; 

j 今後のスケジューん|
@平成2 年3月中に厚生労観省より協議蓄を送{すし、スケジューんをお

示しする予定

@検証〈中間報告〉については平成22年度末に行う予定
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地域の課題を鰐?躍するだめの調査について

0調査の必要性

@地域の課題を把寵するための調査〈以下「地域実態調査J )は、地域の高齢者世帯に対レ
アンケート調査等を実施し、地域自措ケアを推進する上での個々の高齢者のニーズや地域の
課題を把握するもの。

@地域実態調査により、課題解決のだめにどのような仕組みゃネットワークを、どの程度構
築していくことが適当かを把持することが司能となることから、本事諜を実施する上で必要
至宝忽なもの。

。実施方法

。地域実態調査は、介護予坊の特定高齢者把握調査と一体的に実施するなど、手法によって
は刻果的@刻率的に実施が可能なものでもあり、①調査対象〈全世帯を対象とするのか、抽
出により行うのか〉、②地域設定、③調査表〈調査項目〉、④配柑。回収方法などについて
、市区町村によって最ち過しだ方法を選択することとし、調査方法等を特に規定はしない0

・新たに地域実態5思議を箆施する揚合は、平成21 年度に車生労儲省の老人保鍵1建藤増進等
事業によちモデル的に行っている講義があるので、参考にされたい。なお、盟盛翠態調議(J)
実路に{系る経費については、補闘の対象外である。

@豆玄ζ盟盛翠盟企担瞳型車能な調査を実施している揚合は、その調査結栗を活用して、本
り事業接関を図ることも可能である。

@さまた、例えば調讃方法として高齢者世帯を対象としだアンケート調査によるものでなくと
も、地域の高齢化構や独器世補数、あるいは地域のケアマネジャーからのヒアリング調輩、
センター等における栂誠受柑内容の集計。分析など、抽域の課題わI~:j:e:;諜可能な指標の分析を
行うことにより、的」惑翠盤趨査に代わるちのとして活用することや既に第4難介護保践事業
註固において地域翠題室温援し、新だな事業展開を位置付けているようなケースち活用司能
である。 1

地域包括支援センター等機能強化事業⑦

0拙域包括支揺ネットワーク強化抵進事業{基本事業]

センター等において、介護保隙サービスに関する情報はもとより、配食サービスや見
守り活動などの介護保験外サービスや審らしの基礎となる有料者人ホームや高齢者専用
資貨住宅等の住宅に関する情報など、地域脅括ケアに必要なサービスi構報を収箆し、セ
ンター内や市区町村、地域のケアマネジャ一、さらには地域住民へ情報を発信していく
担当者(以下「地域コーヂィネーター(短称) J という。〉を配留することにより、

ill1欝報の収襲 a 発{雷活動を講じてサービス事議所等との関係を構築(地域包括支援

ネットワーク措築のきっかけ作り〉あるいは地域におけるセンター等の認知度向上

⑨総合相訪安擢やケアマネジメントにおける介護保険外サービス等の活用を促進

等を図る。なお地域コーディネーター(仮称〉の配撃は、センター等と連携関係を保つ
ことが可能であれば、センター内に隈らず甑欝することが司能である。

まだ、 N PO等の地域活動の主体等が参加するネットワークづくりだめの会議を開催
すること等により、 NPO等の活動内容、抱える諜頴の共有あるいは今後の地域活動の
方脂性を横討していくことで、既醇の活動主体の側面的な支援や新たな介護保践外サー
ピスとの連携を図る。

さらに、地域コーディネーター〈仮称〉が各題専門職と連携レ疋上で、地域包話ケア
に関する勉強会や各種講座等を地域で開催することにより、地域性畏等へ地域活動への
機きかけを行い、地域包括ケアの理解を進めるとともに、地域住民による寛守り活動等
介護保験外サービスの構築へと導く〈地域力の向上〉。なお、地域住民による見守り活
動等実際の地域活動に係る経費については、後述する「地域の安情に応じた事業J とし
て実施することが司能である。 2 
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j ガイドブック、 HP等による発{5
1 地域包協ケアに関する泌疫の関投等

地域住民等 /イ三三十て士プナ\
(地域力の純比〉

地域遼帯の気還の向上\--------一一/地域協齢、

※収iれするがj級!立、地域包j惑ケアの実現
を店頭にし、商品百115 に附する日報を中Iß\
に、 1苧湾、 L日中、儀所(J 'f.3 f窃11:9、家族
支獲を視野に入れた情報ã苅{f.とする。

Q坦i重箆藍玄援センタ一等広域連藍謹盤よ盤杢蓋組
(センタ一等の課題摺掻や先進的な取組に関する情報共有〉

本事業を実施している市宮町村及び当該市区町柑内のセンター等、及び近隣の市竪町村又はセンタ
一等により構成される態堪館活玄援センター等連盤会議室設農レ、本事業の実施状況の{也、専門1I哉の
業務実態や市区間村による支援の状況といつだ各センターの運営に関する情報交換、地域窃括ケアの
実演を自揺した先進的な取組を行っているセンタ一等に関する情報共予言等を行うことにより、立与芝
一等の現状を把建u. 五塁E買を認識しだ上で、今後のセンター等の方向性を犠討する。また、抱擁レた
課題にどう対処レていくのか、その接討に資するため、学識語至高護者等による研修会を実施するもの。
なお、実路主体の市区西村が垣踏の市区町村〈例えば、各都道府県が策定している介護保践支援計

菌において設定している圏域を構成する市陸町村など〉互盤白墨監玄翠競することとする。

…等機能強化事諜(2)地域怨活支援セ
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地域鵠繕支援センター等機能強也事畿(診

0地域の実'1警に応じた事業{護主筆茎ユー

センタ一等のコーディネートにより、 NPO等の地域の様々な社会資源を活用しなが
ら、連携を強化し、個々の地域の課題に応じた事業を実施する。

〈事業展開制〉

@うつ症状や認知症を脅する家族介護者が多いことから、医擁機関等と連携し、セン
タ一等の職員ととちに間行訪問を実施。あるいは家庭の中で孤立している家族介護
者の精神的負担を軽減するだめ、家族介護者間士のサークル活動や先議介護警から
のアドパイスを受ける揚を堤供

・古い住宅団地等が盤築する地域で、引きこもりの傾向がある単皐高齢者が多い地域
において、いつでも気軽に使えるサ口ンを設鐙

-病院や市区町村役場における各種手続き、あるいは物販購入時の消費者被害への不
安といった、認知症や一人暮らし高齢者等のちょっとした白常生活上の国りごとに
対応するため、行政や既存の支援機関へ繋がる一歩手前の支援を行う“よろず相談

を地域のNPO等との連携により設置

ー認知症に対する地域の理解が得られていないことから、間内会や民生委謁はもとよ
り、新聞@郵便といった居唱を訪れる事護所や、地元の商店街@金融機鑓・公共交
通機関等の一般企業、警察や学校等、高齢者の日常生活に関連する事業所等を巻き
込み、認知症サポータ一議成講座噂を活用して、早期発見や生活支援の仕組みを構
築する。

等々 5

地減額搭支援セ 一等機能強化事灘(ゆ

(センター等の情報化の推進〉

地域窃搭支滋センター等において、利用者の支援に必要な介護絡柑関瀧矯報や住民基本台帳構報、
現在利用してる介護保瞭タトサービスに関する情報等、利用者iこ関する矯報を一元化レ、市町村とセン
タ一等の間でオンラインで結ぶことで、.m]査支援の揚商におけるタイムリーな対前やセンター等の職
墨の矯報収集に係る手闘を礎越する。また、地域の情報マップ作成ソフトの開発又は購入など、茎蓋
を円j傍iこ進めるためのセンター答の情報化を推進することにより、センタ一等における業務の中I~\が
、掛i或包揺ケアのコーディネート機虫色にシフトレていくことの一塩とする。
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集合住噂等iこ属性する饗介護讃等iこ対する総合支機事業

0集合住宅等に居住する要介護者等に対する総合支握事業

集合住宅等に居住する要介護者等に対して、指定居宅介護支援事業者、特別養護老人ホーム、指定
小規模多機能型居宅介護事業者等を活用した24時間365自対応窓口を設置し緊急時の対応や相談
援翻等を行うととちに、介護保践外のサービスを含めた関係事業者等が連携して総合的にサービスを
提供する事業を実施する。(孤立死の防止や利用者の安J~\感につながる〉

0 高齢者が生み摺れた地域において在宅で生活できるよう、集合憧宅等に屠憧する要介謹高齢者等に対して、指定居宅介腫宜
援家諜者等を活}脅した24時間3回日対露窓口寄設置し、介護保障外のサービスを含めた関罷理事章者等が糠携して総合的にサービス
を盟供し.その劫果及びコスト等の後程を行うZ審議奇襲施する.

S長合住宅害事に居住する婆介主盤高紛者等に対する総合支援事業(イメージ図)

安否の縁組、火の元点検努
.夜間を含む緩急憾の対応
〈疾繍に対する一時的鐙llll毒事〉
犯傘サービス.移送サーピス
短絡間の身体介謹

(水分補給・脇革緒詔等〉
.気碕捌のさ生活躍l扮
(後様交換ゴミ出し等〉
22 し相手、付き添い 等

〈ユ

7 

補闘の者

0事業に臨じて一定額を設定

j\!J J発E!!活支j笹12ン52-tぎ機fJ~強化そ長

主主、lI~ ì1~沢:Ji談(J基本:J'撲の災自誌が必然〉

.1税減f2-l 1治3主総ニ手ツトワーク強化 IT化俄ì1t 'J;~主 災;芝)1主おて1> 1こ耐性する駁íri，藍翁
i替i設;，ll;ì~ ~ftに対する総合支i沼 ;J; ，~~

:.l l;'+~名 . 1滋i渓モヨ}お交j滋センタ-~n広Mì虫
W;:.I;~ 
. 1協i浅の5史的にEおじた~j; !t~

子m llJJ室関節(1:Ê 3 '1 1裁合わせて800万問j:)llft 1.000万P3fï!災 2.0ooJJP3t'Ll.l'.t 
t滋〉の目安

(司;1ν 時:11村からの1"ぷ状況により波数する'~Iir;t+ねりJ

50市区町村 5ml&在君事草 5 i'官区111m
対ヌi市町争当選史

〈時ilが IIU hIからの協1;1~状況により笠宮地itるI~Jfliまねり)

0補翻期間

平成22年度及び平成23年度の2年間国庫補拐を行う予定。本事業は事業の横証を行
うこととなっていることから、基本的には2カ年継続して国ーの事業を行うこととする
が、国一事業を他の地域で実施レたり、事業規模の拡大@縮小、中間的な横証を受けて
の事業の改善を妨げるものではない。
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0事後検証の実施

今後の地域包括ケア強進のだめの様討に資するため、平成22年度末及び23年度末iこ、
事業実施によりどのような刻粟があったのか、コストがどの程度かかったか、といつだ観点
から横証を実施する。なお、検証に必要な環自等の詳細については別途お知らせする。

〈想定される様証の視点〉

@地域自活ケア推進上の刻粟〈例えば地域コーディネーター(仮称〉を配置したことによ
り、センターにおいて介護保隙外サービスに係る情報が護憲になり、予防のケアプラン
ヘ反映が司能になった、あるいは地域のケアマネジャーへ有益な構報提供が可能となり
プランのサービス内容に幅が出た等〉
@事業展開上の課題〈例えば支援に必要な情報をどこまで共有できるかといった個人情
報保護の点等〉

@コストパフォーマンス〈費用対郊粟〉

@今後の事業展開への提案(郊製や課題を踏まえだ事業の改善や新だな事業の提案等〉

@その他特筆すべき事項

Q盤註範墨色盟議
各年度末に実施した事業の検証結果については、全国的に地域包括ケアを推進していく
観点から、直く他のセンター等に慣報提供していくため、本事業の「地域包括支護センタ
一等匹域i麟事業J や層生労1踏において設定する合議等において報告する。

厚生労働省における報告の方法や時期については、追って詳細をお知らせする。
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2 園地域舘鑓支嬢セン参一等の適場主主題欝について

( 1 )地域包描支譲センラ量ーの体舗の光興について

0 地域包括支援センター(以下、「センター」としづ。)は、調査結果(別紙参照)

によると平成 2 1 年 4 月末時点で 4 ， 056 ヶ所と全ての市町村において設置され、

専門職員の配置人数が 6 人以上となっているセンターが増加するなど、人員、体制

の整備が進んでいるものと考えているところである。

0 しかしながら、一方で、、センター職員が介護予防支援業務に追われて、本来業務

を十分に果たすことが難しいとの指摘もされているところであり、センターが高齢

者の生活を支える総合機関として期待される役割を十分に果たすためには、総合

相談支援などの包括的支援業務と介護予防支援業務に携わる職員を適切に配置する

ことが重要である。上記調査結果では、介護予防支援業務に従事する職員 1 人当た

りの実施件数は、全国平均で 26. 7件であるが、その内訳を見ると、

① 包括的支援業務と介護予防支援業務を兼務する職員だけで介護予防支援業務

を実施しているセンターが約 53%

② 兼務職員のほか介護予防支援業務専従の職員も併せて配置し、介護予防支援

業務を実施しているセンターが約47%

と対応が分かれているところである。

(※)地域包括支披センターにおける介護予防支援業務専従職員の配設状況

包括的支援業務と介護予防支援業務を液務する職員だけで介護予防支援業務を災施しているセンター 2, 149箇所 e 53.0% 

介護予防支援業務専従の職員も併せて配置し、介護予防支援業務を実施しているセンター 1 ， 907鱗所 47.0% 

i口k 言十 4， 056箇所 100% 

0 介護予防支援業務については、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員以外の

職種の職員(介護支援専門員、 3 年以上経験の社会福祉主事など)も配置できる

ことから、各都道府県におかれては、管内市町村に対し、介護予防支援業務iこ必要

な人員を確保されるよう改めて周知願いたい。
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0 総合相談支援などの包括的支援業務等に要する経費である地域支援事業交付金に

ついては、昨年同様、事業の円滑実施に必要な予算(※)を確保していることから、

各都道府県におかれては、管内市町村に対して、必要な財源の確保を図るとともに、

地域の実情に応じた適切なセンターの体制整備に努めるよう周知願いたい。

(※)平成 2 1 年度予算 679億円、平成 22年度予算(案) 698億円

0 また、平成 2 1 年度第 1 次補正予算で積み増しされた「緊急雇用創出事業J に

おいては、地域旬括支援センターにおける事務職員等を雇用する事業を実施して

いるところであり、センターの業務を円滑に進めるために効果的であることから、

市町村において積極的に活用されるよう周知願いたい。

0 センターの業務全般を効果的かつ円滑に実施するためには、センターの体制整備

を図るとともに、関係機関等との密接な連携が必要である。一昨年通知した「地域

包括支援センターの安定的な運営の確保並びに地域における相談体制等の整備促進

について(平成 20 年 2 月 8 日付事務連絡) J も参考に関係機関等との密接な連携

を図られるようご配慮頼いたい。なお、発出した事務連絡の内容は、介護保険法を

はじめとする関係法令並びにこれまでに発出した通知、 Q&Aの考え方を踏襲したも

のであるので申し添える。

[r地域包括支護センタ}の安定的な運営の確保並びに地域における相談体鱗等の綾織健進について(平成 20年

2 月 8 日付事務連絡)J より抜粋}

3 センターの業務全般を効果的に推進するための在宅介護支援センター等の活用について

0 市町村は、センターの業務全般を効果的に推進するため、センター自らの活動のみならず、十分な実績の

ある在宅介護支援センタ}等を、住民の利便性を考慮して地域の住民から相談を受け付け、集約した上で

センターにつなぐための窓口(ブランチ)や支所(サブセンター)として活用させること。

0 上記のほか、市町村は、包括的支援事業の総合相談支援業務を効果的に推進するため、地域の実情に応じて、

十分な実織のある在宅介護支援センター等に対し、センターが行う総合相談支援業務の一部である実態把握

や初期段階の相談対応業務を、センターと協力、連携のもとに実施させること。

なお、これらの業務を在宅介護支援センタ一等が実施した場合は、適切な額を協力費・委託費等として支
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出する必要があること。

また、センターは、在宅介護支援センタ一等が実施した状況を適切に把握すること。

*十分な実藤のある在宅介護支援センタ一等これまで、地域で培ってきた 24時間又は土、日曜日、祝日に

おける相談や、地域に積極的に出向いて要援護高齢者等の心身の状況及びその家族の状況等の実態把握、

介護ニーズ等の評価等について十分な実績や経験を有する団体

0 また、これまで以上に、地域において十分な実績や経験を有する悲宅介護支援

センター等との連携のほか、「生活@介護支援サボーター養成事業」の研修修了者、

「言忍知症対策連携強化事業」で配置される認知症連携担当者などの地域における

新たな支援者との連携を十分に図るよう、管内市町村に対して周知、徹底願いたい。

(2) 麓佳主体として

0 市町村は、センターの責任主体として位置付けられており、その運営について全

般的に責任を負うものである。こうした役割rHこついては、市町村が運営を委託して

いる場合で、あっても何らかわるところはなく、センター運営協議会などを活用しな

がら、センターが円滑に運営されるよう環境整備や必要な支援などを市町村自らの

責任において行う必要がある。

。 センター運営協議会については、 「地域包括支援センターの設壁運営について

(平成18年10月 18 自者計発1018001 ・老振発1018001 .老老発1018001号老健局計画

@振興@老人保健課長連名通知) J において、センターの事業計画書や事業報告書

等の提出を受けるとともに、必要な基準を作成した上で、センターの事業内容を

評価することや、地域における介護保険外サーピス等との連携体制の構築等地域

包括ケアに関すること等も協議することとなっていることから 2 これらの所掌事務

を踏まえた適切な運営をお願いしたい。

0 また、地域包括支援センターが十分住民に認知されていないという指摘もある

ことから、広報紙やパンフレット等による周知や、市町村が設置している地域包括

支援センターであることについて、住民が十分認識できるようなサイン(看板)を
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設置するなど、各市町村の工夫により周知する必要があり、これらのことについて、

改めて管内市町村に期知、徹底願いたい。

O さらに、都道府県においても、市町村を広域的に支援する役割を担うものであり、

センターの業務が円滑に運営されるため、管内市町村における介護予防支援業務の

実態などの運営状況の把握や矯報提供など積極的な取組みゃ支援を引き続きお願い

したい。

(3) 地域龍議文嬢セン-職員研鯵等研修事業と新たに鑑識する地域飽描ケア

ついて

O 地域包括支援センター職員等研修事業については、昨年 1 1 月に実施された行政

刷新会議の事業仕分けにおいて、「地方に移管」という評価を受けたところ。

0 この評価結果を踏まえ、菌庫補助については廃止するが、センターの職員等の質

の確保の観点から、今後も都道府県@指定都市においては介護保険事業支援計画を

踏まえ継続的に研修を実施されるようお願いしたい。

0 また、受講料負担等の事業に係る経費については、市町村職員の質の向上に係る

経費として、地域支援事業交付金の対象経費として計上することも可能なので、

内市町村に周知@調整願いたい。

0 なお、地域包括ケアの考え方を踏まえたセンター等の一体的な運営や地域の

ネットワーク構築を推進する中心的な職員を葉点的に育成するため、センター等の

全体をマネジメントするセンター長やリーダー的な役割を担う経験豊富な職員ある

いは地域包括ケアを推進する責任主体である市町村職員等を対象とした地域包括

ケア推進指導者養成事業を創設する予定である。

0 本事業については、全国で一定以上の専門的知見を有する者を重点的に育成する

こととしたものであり、国が産接事業を実施する

民間団体へ委託)として位置付けている。

(事業を適切に実施できる

0 事業の詳細は以下のとおりであるが、各都道府県におかれては、今後の地域包括

ケアの推進主体として、中心的な役割を担うセンタ一等のセンター長やリーダー的
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役割を担う職員等の積極的な受講を各市町村へ促すなどの協力をお願し\したいo

i地域包括ケア推進指導者養成事業}

0事業創設の背景

平成 1 8 年に、地域における総合相談支援、権利擁護、包括的@継続的ケア

マネジメント支援等を行う中核機関として地域包括支援センターが創設された

ところ。

地域包括支援センターがすべての保険者に設置され、概ね業務が定着してき

たこの機会を捉え、地域包括ケアのコーディネート機関と Lて、その機能を強

化していく必要がある。

このため、本事業においては、地域包括ケアの考え方を踏まえた地域包括支

援センタ一等の一体的な運営や、地域のネットワーク構築を担う中心となる職

員を、国において全国で均質的に一定以上の専門的知見を有する者として重点

的に育成することとしたもの。

また、本事業により育成された職員i士、センター内での指導や地域で行われ

る研修の講師として活動すること等により、効率的@効果的な事業展開を図る

ことも期待される。

0事業の概要

事業の実施方法については、詳細は検討中であるが、センタ一等に勤務する

センター長又はセンター長に準ずる者等に対して、地域包括ケアを推進する

ための以下の手レ闘(案)について 2 日開程度の研修を全国数ブロックで実施する

予定。

(科目(案))

@地域包括ケア概論

e 地域診断(スクリーニング手法)研究

@組織マネジメント

@対人援助者監督指導(スーパービジョン)

@ブアシリテート演習 等
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(別紙)

も

。全国の自治体に対し、平成21 年4月末日時点の地域包括支援センターの運苦言状況に関する鵠査を実摘。
(調査時点は毎年4月末日時点)

H21調査 H20調査 H19~調査 H18綴査
(平成21 年4月末) (平成20年4月主主) (平成19年4月来) (平成18年4月末)

センター設霞数 4 , 056箇所 3 , 976箇所 3 ， 83H富所 3 , 436~室所 | 

1 ， 618保険者 1 ， 657保険者 1 ， 640保険者 1 ， 483保険者
設置保険者数

(100.0%) (100.0%) (98.2%) (87.8%) 

未設置保険者数 0保険者 。保険者 30保険者 207保険者

H21ID喜査 H20綴号変

ブランチを設置している保険者数 436保険者 466保険者

サブセン~…を設置している保険者数 104係険者 106保険者

ブランチ設置数 2,547 2,663 

サブセン~ー設震数 400 

{参考}

0 ブランチ

0 サブセンター

住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、条約した上で、地域包括支緩センターに
つなぐための窓口のこと。

市町村や社会福祉法人等が、在宅介護支援センターの職員を地域包括支援センターの職員として採
用するなどした後、その職員を、在宅介畿支緩センターに併設する地域包括支援セン事ーの支所で
勤務させる等の、地域包括支援センターの機能の一部を行わせるような形態。
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。センター設置数4， 056笛所のうち、 麗営iま 1 ， 2ブ9留所(議営主事 31.5gも)

懇話iま2 ， 729箇所(愛読率 67.3%)

※設霞主体然回答 48箇所(祭鴎答率 1.2%)

。内訳iま以下の通りとなっている。

H21 調年査4月 (平H成2200調年査4月末) 判1192年翻査明 (平H成1188総年査4月末)(平成21 来) (平成 釆)

設霞主体 5習所 害lJ合 E童話庁 害IJ合 箆所 割合 官室所 答IJ合

直営 1.279 31.5% 1,409 35.4弘 1.392 36.3% 1,265 36.8% 

うち広域連合毒事のtI~成市町村 130 3.2% 118 3.0唱 112 2.9也 86 2.4首

委託 2,729 67.3~i 2,567 64.6出 2,439 63.7弘 2,171 63.2% 

社会徳祉法人(社協除く) 1,445 35.61 1,366 34.4~" 1,277 33.3出 1,085 3 1.6百

社会福干止協務会 524 12.9l 467 1 1.7時 447 11.7% 427 12.4首

医療法人 463 11.4" 448 11.3~i 436 11.4% 396 11.5世

社団法人 92 2.3% 87 2.2百 86 2.2% 76 2.1 目

員オ図法人 70 1.7% 70 1.8首 68 1.8弘 70 2.0% 

株式会社等 64 1.6目 63 1.6% 58 1.5覧 50 1.5百

NPO法人 23 0.6l 21 0.5出 21 0.5九 14 0.4百

その他 48 1.21 45 1.1唱 46 1.2弘 53 1.5% 

;無邸宅喜 48 1.2へ

言十 4,056 100.0% 3,976 100 似 3,831 100.0腎L 3,436 LJ.旬、修

H21 調生手宝4量月 (平H成2200総年資4月末) H11992年i雪遊4月 (平H成1188瀦年査4月 *l(平成21 末) (平成 末)

人数 箇所 割合 箇所 割合 的所 おj合 箆所 言lJ合

12人以上 265 6.5型 172 4.3見 133 3.5% 52 1.5% 

9人以上-12人未満 285 7.0% 185 4.7% 149 3.9% 73 2.1 型

6人以上-9人未満 71E 17.7~i 478 12.m唱 413 10.8也 236 6.9明

3人以上-6人未満 2 ,38 58.9~i 2,600 65.4見 2,596 67.8% 2,54é 74.H 

3人未満 401 9.9~i 541 13.6% 540 14.1% 529 15.4~ 

言十 4,05 100.m 3,976 100.0出 3,831 100.0% 3.43E 100.0型

11セントあたりの平均総員数 竺斗
※綴鈴数については、常勤検事草による。

常劉iJj生繋とは、言語該革審翠所の勤務延時間数圭当官主準業所において常勤の従事者数が勤務すべき時間数で除することにより、当滋事業所の員数に換算する方法。

。議務a職騒期 1セン事ーあたりの事鞠人数

織包括的支援議長務従義務者 鱗介護予防支緩講義務従E持者
⑧包括的支綴5義務と介駿予防支綴講義滋従級審

(総務従理事者)

H2H国交 H20観笈

1セン告一平均人数 4.0 3.8 

保健喜市
1.5 1.5 (準ずる者を含む)

社会総祉士
1.3 1.2 (準ずる者を含む)

主任介畿支援専門員 1.1 1.1 

H21 調査

1セン事一平均人数 4.5 4.4 I 

保健腕 0.8 0.8 

経験のある看幾締 0.6 0.6 

社会福祉士 1.3 1.2 

介護支援専門良
1.8 1.8 

(主任介護支援毒事門箆を含む)
高出fE者保健施設に関する

格談援助E義務に3年以よ 0.03 0.02 
従事した社会領祉主事

H2H開資 H201ìJl)査

1セン聖一平均人数 3.4 3.4 

イ呆告堂筋
(準ずる者を含む) 1.3 1.3 

社会福祉士
(準ずる者を含む) 1.2 1.1 ・

主任介総支援専門ぬ 1.0 1.0 

ヴ
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議務E職種瓢従事者数①

盤整包括的支援護薬務従実務者

従事者数 H21翻釜

保健自市
6，082人

(準ずる者を含む)

社会議祉士
5，467人

(準ずる者を含む)

主任介議支援専門fl 4，529人

従護義者数合計 16 ，078人

。議務a職譲別議選審者数②

曜器包緩約支援3義務悪事従事u事翁

H21~耳査

係強宝級
834人

(準ずる殺を含む)

社会福祉士
783人

(準ずる者を含む)

主任介畿支主義専門箆 469人

従事餐数合計 2，086人

護審介滋予防支綴喜義務従線審

従事者数 H21 調査

保健飾 3，259人

経験のある表議士 2，496人

社会福役二七 4，608人

介護支援総門員
7 ，301 人

(主任介護支援毒事門員を含む)

潟齢者保縫施設!こ関する
相談援勧業務に3年以上従率 629人

した社会福祉主事

従事者数合計 18，293人

曜器介緩予防支援ぎ義務署撃従事主義務者

従芸事者数 H21 務室霊

保健郎 189人

経験のあるおI護士 319人

社会福従土 450人

介援支綴毒事門員
3，241 人

(主任介緩支媛審車内Ðlを会む)

高齢者保緩施設に関する
キ自談t養助業務!こ3年以上従事 104人

した社会裕社主事

後妻務号雪数合計 4，303人

。
。
Q
d
 

議議包括約支援護義務と介綴予防支綴喜義務従2葬者

(章義務従察署雪)

従事者数 トi21 調査

保健飾
5，248人

(準ずる者を含む)
社会福祉士

4，684人
(準ずる苦言を含む)

主任介滋支援専門員 4，059人

従事者数合計 13，991 入

総センター従務省

従要事者数 H21調査

保健郎
6，590人

(準ずる者を含む)

※社会福寺止土 6，021 人

介緩:rif.霊専門員
7 ，769人

(主任介綴支綴専門Ø'iを含む)

従事者数合計 20，380人

※率ずる者、悩齢者保縫施設に濁する相談話霊険業務

に3年以上従密葬した社会福祉主獲を含む。



H21 調査 H20調査 H19調査 H18調査
(平成21 年4月末) (平成20年4月末) (平成19年4月末) (平成18王手4月末)

「一一一一切一一一

ブヤ滋予紡支援災総件数 (A) 744,347 f'牛 703 ，991 件 656，268 件 61 ，700 件

うち居宅介滋支綴[j~;業所に (8) 255 ， 108 件 243， 127 件 270，613 件 44,119 f'キ
委託されている件数

居宅介簸支媛芸評3住所への委託部会 (8/A) 34.3 号も 34.5 事告 41.2 号も 71.5 号も

指定介護予防支操業務に従泰する職員数 (C) 18 ，293 人 17，601 人 16.064 人 一人

職員一人あたりの介鐙予防災綴喜怒総件数 (A-B)/C 26.7 f'牛 26.2 f'牛 24.0 f'牛 一件

ンターあたりの介滋予防支媛笑総件数 188.51'牛 177.0 件 17 1.3 件 18.0 件

同ちセンターが直接実施した件数 123.91'牛 115.9 {牛 100.7 f牛 5.1 l'牛

※平成18年度調査においてはf指定介緩予防支援業務に従家する験段数」を調査していない。

箇所数 割合

包括的支緩業務と介護予防支援3義務を兼務する職員だけで
1,907 47.0百介設予防支援業務を実施しているセンター

介護予防叉援然務毒事従の軍事長も併せて絞認し、介3震予防支援
2,149 53.0% 業務を実施しているセンター

言十 4,056 100.0弘

(平平成成22114芋調4査民衆)
委託率 箇P.IT 割合

100出 47 1.2弘

-99%以上 33 0.8弘

-90%以上 63 1.6目

-80%以上 101 2.5首

-70%以上 190 4. 7出

-60%以上 288 7.1 出

-50%以上 438 1.0. 8弘

-40%以上 617 15.2弘

-30%以上 668 16.5首

-20%以上 542 13.4弘

-10%以上 477 11. 8弘

。目 424 10 町 5見

然沼答・喜義効 168 4.1 目

言十 4.056 100.0見

円
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1 センターあたりの総プラン数{均

(744，347件}

官話題.5件

件銘L E護所 割合

500件以上 229 5.8弘

450件以上5001牛未満 57 1.4唱 l

400件以上450件未満 79 2.0弘|

350件以上400件未満 89 2.3目

300件以上350件未満 150 3.8出

250件以上300件未満 212 5.4弘

200件以上250件未満 363 9.2弘

150件以上200件三社溺 545 13.8出

100件以上50件未満 756 19.1 出

50件以上1001牛未満 817 20.7弘

10件以上50件米i菰 501 12.7目

101，牛米;満 117 3.0% 

。件 34 0.9弘

言十 3, 949 100.0目

件数 箆所 割合

500件以上 88 2.2% 

450件以上5001牛未満 19 0.5首

400件以上450件未満 32 0.8%j 

350件以上400終米瀦 47 1 判
300件以上350件米満 64 1.6弘|

250件以上300件未満 135 3 側|

200件以上2501牛未満 229 5.8出!

150件以上200件未満 443 1 1.3出

1001，牛以上50件米溺 738 18.8百

50件以上100件米治 1, 088 27.7拡

10件以上50件未満 774 19.7% 

10件来j議 184 4. 7首

。{キ 81 2.1 出

言十 3, 922 100.0首

※一部言十数が不明な箇所!立除く

(1 )介護予崩事議の受託の有無(予定含む)

介i震予1紛議議室(普及啓発表装議等)の受託

(2)住意事業の受託の有無(予定会む)

任意事業の受託

(3)翠繋協議会の関機器数分布

H21 議後 H2口調査 H19繍登 H18繭|
(平成21年4月末) (平成20年4月末) (平成19年4月来) (平成18年4月末)

1 回 486 366 299 565 

2回 678 660 698 554 

3回 251 301 381 240 

4回 120 180 188 115 

5図 20 58 31 28 

6回以上 31 80 42 27 

※ 運営協議会数については、準備委箆会や誠査時(平成 2 1 年 4 月末日時点)において

今年度の開催予定が米機定であった遼営協議会も含む。
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うち、権利i薙設
(成年後見人、高齢者虐待)に関することー

7,079,520 6,644,923 

H21讃査 H20調査

2:25,617 

※ ただし、前年度は機事l!ljJj畿の件数は分けていない。

有り 無し

箇所 割合 箆所 害IJ合

24時間対応の実施の有無
2,954 72.8百 1,102 27.2見(携帯m話毒事での応対を含む)

休日開所の実施の有無 1,329 32.8唱 2,727 67.2時

休日開所の実施が「有Jの場合 筒所 割合

ア毎選対応している 440 33.1 覧

イ隔週や土日のどちらかで対応している 889 66.9世

1
4
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【都道府際]

セン世話生 センo$l -:hlj'f.校

センター
イ ウ |念正守ê::ld泊 111'1:*

品
キ クu ケ コ

広j"tH'fl'~村5由 祉会m祉1I.人 ~jjJl法人 NPO法人 その地
1~， 1戎制町 l~j j.:tf'i: <) 

戸、宅.~ 1 ー.. ピ'"μA ア JJ5i 浅い 、 誌をお ザ妙 ! 滋会 ヱ!斜，J と{設 j 総合 京、滋[寄 ;を之、 i お訟

合計 4.008 1, 279 84i 2. l' 2.729 L 4451 36. 1~; 5241 13. Hi 463. lLfiJ 92. uら 701 1. 7'10 641 1.6も 231 o. ザ 481 1.2% 

lI ~tl品 i民 241 142 16j 6.6% 99 301 12.4覧 221 9.1% 35� 14.5目 41 1. 7九 61 2.5弘 01 0.0出 01 0.0% 21 0.8% 

21fi仇i11 58 初 1; 1. 7~" 28 171 29.3', 51 8.6弘 2� 3.4世 21 3.4. 01 0.0弘 。 0.0弘 。 0.0自 21 3.4弘l
31â1，P子\\t 44 27 91 20.5弘 17 91 20.5出 5: 1 1.4弘 3! 6.8% 。 1 O. OÎ~ 01 0.0百 o� 0.0出 。 1 0.0弘 。 0.0%1

411立戦以 107 27 21 L9拡 80 411 :m 3% 141 13.1唱 10.1 u日 01 0.0出 21 L9出 121 1 1.2唱 O! 0.0% 1: 0 9%1 
51~:虫悶 iは 35 17 01 0.0弘 18 12! 34.3時 41 1 1.4目 2l 5.7% 01 0 れ O! 0.0唱 O! 0.0目 O! 0.0% 01 似l

61w形県 59 22 11 1.7出 37 18! 30.5出 13! 22.0首 51 8.5弘 11 1.7弘 。匂 0.0首 O! 0.0唱 O! 0.0目 O! 0.0百

711Ìl\.~1県 110 14 1! 0.9目 由E 401 36.4弘 28! 25.5也 自 5.5目 21 L8出 81 7.3日 。 1 0.0弘 9! 8.2見 31 2.7% 
56 31 日 0.0出 25 9 16.1九 13! 23.2% 31 5.4% O! 0.0% 。 I 0.0目 O~ 0.0% 。 0.0略 01 0.0% 
83 19 01 0.0% 64 411 49.4唱 91 10.8弘 101 12. 0見 12唱 01 0.0% 01 0.0% 11 1.2% 21 H日

1 45 32 O! 0.0', 13 51 11. l' 31 6.7弘 21 4.4号 1 i 2.2 1! U出 O! 0.0出 01 o. (九 11 U日
224 46 111 4.9'" 178 921 41. 1 月 lB! 、 O世 45l 20. l~ù 51 uも 21 0.9哨 121 5.4目 1! 0.4弘 31 1.3時
107 51 O! 0 0出 56 401 31. 4% 51 4.7% 10! 9.3弘 01 O. O~， 11 0.9明 01 0.0% 01 0.0% O! 0.0唱

343 24 11 0.3弘 319 2131 62.1% 16¥ 4.7% 531 1 5.5唱 101 u覧 4i 1.2泊 171 5.0目 41 1.2弘 21 0.6% 

280 10 11 0.4l店 270 2ml! 14. 6弘 331 lL8% 211 1. 5% 2i 0.7悟 21 0.7弘 01 0.0% 01 0.0% 31 L 1 世

114 28 。 1 0.0弘 86 531 46.5目 16i 14.0弘 131 11.4% 1i 0.9目 01 0.0目 21 L8首 01 0.0弘 1i 0.9% 

1611凸払 52 5 O! 0.0% 47 301 51. 7% 1; L9目 91 17. 3出 11 1.9民 01 0.0弘 31 5.8弘 。τ0.0目 3! 5.8% 

17Il:ï J iI!な 38 18 11 2.6l 20 61 15.8出 11 2.6目 11 28.9% 2.6弘 11 2.6% 日開 01 0.0国 O! 0.0部

事官狙
17 31 10.7弘 11 21 7.1覧 21 7.1官 51 17.9百 。! 日側 21 1. 1 弘 01 0.0見 01 0.0% O! 0.0% 

37 27 01 0.0% 10 51 13.5% 1 I 2.7出 31 8.1出 11 2.7出 01 0.0% 01 日時 O! 0.0首 。 0.0覧

111 75 8! 7.2目 36 51 u首 16¥ 14. 4世 11 I 9.9% 1i 0.9% 01 0.0唱 11 0.9% 。! 0.0% 2! L8弘

64 32 51 7.8匹 32 91 14.1 世 14! 21.9出 81 11.5% 1: 1.6弘 01 0.0目 01 0.0目 01 0.0% O! 0.0% 

117 21 O. 0.0弘 官自 63! 53. 8唱 151 12.8出 131 11. 1 弘 21 1. 7弘 01 0.0% 3! 2.6略 01 0.0百 O! 0.0首

23 1ヌ 18 2. 1. 1 も 163 53! 29.3弘 591 32.6幅 31! 17. 1 目 11 自 6% 8: 4.4世 21 1. 1 出 O! 0、 0% 9! 5.0弘

韓日
12 1! 2.2% 33 71 15.6弘 20 , 44.4弘 51 11. 1 日 1i 2.2% 01 0.0拡 01 0.0も 01 0.0覧 O! 0.0% 

3,1 34 O! 0.0百 。 。 0.0唱 Oj 0.09も 。 0.0見 01 0.0時 0: 0.0目 01 0.0弘 o 0.0% 01 0.0% 

97 16 自 0.0弘 81 50 , 5L5弘 11! 11.3% 131 13.4唱 31 3.1 出 4! 4.1略 O! 0.0% 。 o 0% 0, 0.0% 

161 20 1: 0.6も 141 68i 42.2弘 411 25.5出 15! 9.3弘 0.6% 11! 6.8% 1! 0.6唱 11 0.6% 31 L9% 

179 28 2: 1. 1 ら 151 851 n 5% 241 13.4世 161 8.9¥; 41 2.2日 51 2.8出 91 5.0首 1! 0.6% 71 3.9覧
5~} 27 01 0.0% 32 111 18.6% 91 15.3% 101 16.9目 O! 0.0% 2i 3. 4~ò Oi 0.0% O! 0.0% 。 0.0出

42 25 01 0.0% 17 10i 23. S~， 51 l L9官 21 4.8% O! 0.0% 。 0.0% 0: 0.0弘 0: 0.0% 01 0.0出

311応機以 33 19 Ol o. O~j 14 61 18.2目 5! 15.2弘 31 9.1 弘 O. 0.0時 O. 0.0% O! 0.0'目 01 0.0弘 01 0.0% 

3?lr.4l!保 25 14 51 20. O~; 11 01 0.0% 11144.0% 01 0.0拡 01 0.0出 O! 0.0出 0.0協 0: 0.0% 01 0.0首

3311潟 ÚJ民i 56 20 01 0.0% 36 101 17.9弘 6~ 10.7% 11i 1 9.6弘 0.0% 8! 14.3弘 O. O~品 01 0.0弘 1! 1. 8唱

3 ，11 1，/;仏紙 106 28 。 0.0;. 78 431 40.6略 81 7.5弘 181 17. 0弘 7! U日 。号 0.0出 0.0時 01 0.0% 2l 1.9% 

31 16 。 O. O~J 15 71 22 世話 51 16.1% 1 I 3.2首 21 6.5弘 01 0.0出 。 日目 01 0.0% 01 0.0自

33 12 O! 0.0% 21 141 42.4世 41 12.1首 2l 6.1% 11 3.0唱 01 0.0巾 0.0元 O! 0.0弘 。 1 0.0% 
16 14 O! 0.0弘 2 01 0.0百 q u出 0, 0.0唱 。 I 0.0首 01 0.0拡 11 6.3% 01 0.0弘 。 0.0弘

;:日常Iζi日 31 19 01 0.0自 12 5� 16.1 目 21 6.5弘 41 12.9% 11 U世 O! 0.0% 01 0.0唱 01 0.0% 0: 0.0% 

出 百五生ß!'I!. 32 28 01 O. O~i 4 O! 0.0弘 4i 1 1.5略 01 0.0弘 0, 0.0唱 01 0.0首 0, 0.0弘 01 0.0出 O! 0.0唱

f品!品;ltt;~ 120 62 。 0.0も 58 261 21.7% 3! U弘 4, 3.3弘 20 , 16.1% 01 0.0出 。 0.0% 5! U弘 01 0.0出

447 1 fi主4h22IlUhI1t 32 14 41 12.5% 18 12 37.5弘 11 3.1 世 3! 9.4弘 1! 3.1弘 0: 0.0目 1 I 3.1出 01 0.0百 01 0.0唱

42 20 01 0.0弘 22 91 21.4百 1 I 2.4弘 5l 11.9% 71 16.7% 01 0.0世 01 0.0弘 01 0.0覧

4:llkf. 本M 幻 28 21 2 4弘 55 17' 20.5弘 141 16.9出 191 22 自由 2, 2 4出 1 I 1.2唱 o� 0.0弘 1: 1.2弘 11 1.2弘

44 大分以 51 7 。 0.0% 44 211 41.2見 9: 17.6% 111 2 L6出 3! 5.9唱 01 0.0% 0: 0.0% 01 0.0% 01 0.0日

4!Jlnr阿:l~l'~: 58 10 0, 0.0唱 48 201 34.5% 201 34.5% 41 6.9% 21 3.4弘 21 3.4'世 。 0.0弘 0, 0.0% 0: 0.0% 

.1 r. llllilほぬ際 69 46 。 0.0出 23 201 29.0首 1! 1.4'出 21 u目 。 0.0% 。 0.0% 01 0.0百 01 0.0百 針。。弘

4J1i'I'~:官 !!;t 39 27 7i 17.9ミ 12 21 5.1首 61 15.4弘 4LJ.~~首 01 0.0百 01 0.0% 。 0.0% 。 0.0首 01 0.0弘

※ f設立をま{持J が~Il問答のセン宮ーは除外 (48箇所)

[政令市]

セン事 -1'九日放 セン台 芸{，1. ~(~ 

イ l ウgj1;父司t 法〈人] 
:t: オ i! キ 4ク1 ケ ::l 

広U沖合、由 社会払制 VI.~ì; .~♂ L':， ;t' ， l.人 れ 111:主人 1l1l!1:I白人 NPOよ人 その他
I~":~ 111町村

・計 j\~ I~j i 主，-;'1:;

九」町」分同ム→」ミ二‘ ' 

以:-; よ筑 1 1M, タ 1 ì~lJ凸 を，1，\)it r ，~~. 1 1，~{， 人せ ;'11'; 1 
合計 642 31 2: o. :1', 611 371! 57.11 671 10.4'. 271 4.2% 28: 4. ，\へ 21l 3. :1' 1 i o. 2~v 91 u 

,..-:; 
H.(，~市 17 。 01 0.0百 17 4: 23. 5~， 6出 71 41. 2市 。 1 0.0% 3! 17. 6世 01 0.0% O! 0.0% 01 0.0時

陸fiLi
44 。 。 o 郎 44 23 52.3出 1弘 ( 9.1 見 0: 0.0% 2! 4.5出 101 22.7百 01 0.0% 2.3唱

一1 3 25 。 1 I 4.0主 25 17! 68.0弘 01 0.0% 5: 20.0% 4.0% 2! 8.0% 01 0.0% C 0.0% 01 0.0% 

4 干 :fj，\ïU 12 。 01 、 0.0% 12 91 75.0官 01 0.0出 31 25.0弘 0, 0.0出 01 0.0日 01 0.0出 01 0.0覧 01 0.0出

5 1!詩iIl市 123 。 01 0.0目 123 1071 87 側 16 , 13.0弘 01 0.0% 01 、 O私 01 0.0弘 01 0.0も 01 0.0覧 01 0.0目
lilJIIll奇lfI 40 。 01 0.0% 40 331 82.5時 21 5.0弘 31 7.5弘 01 0.0% 0: 0 日時 O! 0.0% 01 0.0弘 21 5.0弘

7 却ii崎市 27 。 01 0.0% 27 14. 51. 9目 41 14. 8弘 自 22.2出 3.7弘 O! 0.0目 21 1. 4唱 0, 0.0% 01 0.0目

Il lfiH渇ïfi 23 。 Ol 0.0目 23 171 73.9弘
41 問1位1自4。民別941i 0 

0.0% O. 0.0唱 01 0.0目 21 8.7出 0, 0.0% 01 0.0弘

自 iJH\~司3 17 。 O! 0.0% 17 121 70.6自 む 0.0%1 29.4覧 01 0.0時 。 0.0略 0: 0.0弘 0: 0.0% 01 0.0見

10 名古並道市 29 。 01 0.0% 29 31 10.3唱 17i 58.6%1 13.8% 01 0.0% 5i 1 1.2出 。 0.0% 01 0.0% 01 0.0弘

11 取締市 60 。 01 O. Q?, 60 W 65.0出 61 10.0% 11 I 18.3% 31 5.0弘 1i 1. 7弘 O! 0.0% 。 0.0% 01 0.0% 

購当
27 。 O. 0.0% 27 31 11.1出 24¥ 88.9% 01 0.0詰 01 0.0% 01 0.0弘 01 0.0% 0: 0.0世 01 0.0巾

7 。 01 0.0目 7 。 o 的 。 0.0唱 01 0.0弘 01 0.0覧 7i 100.0% 01 0.0覧 。 0.0% 。: 0.0出

74 。 1 1. 4も 74 391 52.7% 71 9.5目 12: 16.2% 21 2.7弘 21 2.7弘 7. 9 5% 11 1.4目 41 5.4出

6 。 。 0.0'日 E 針。。弘 O. 0.0時 O. 0.0% O. 0.0% 6! 100.0事 。 0.0弘 O. 0.0百 0, 0.0弘

41 。 01 0.0覧 41 31¥ 75.6時 01 0.0事 7! 17. 1 弘 1¥ 2.4弘 。 0.0弘 01 0.0% 01 0.0日 2: 4.9巾

171北九fltln 31 31 01 0.0覧 G 0 , 0.0時 。 o 0出 01 0.0覧 0: 0.0弘 ()L 0.0% 01 0.0% 0, 0.0首 。 0.0覧

181補間前 39 。 0: 0.0も 39 201 51.3% 01 0.0部 01ω 19 , 48.7% 。 0.0首 。 0.0% 01 0.0唱 0: 0.0百
※政令市は、都道府以デ-:$1より政令市ヂー告を総出したもの。
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センう， -~"rJ(
-3 人i宇治 3 人以上-6 人忠利 6 人以上-9 入米;j'i， 9 人以上-12 人*;'"' 12 人以上~

セン事 建設 i ぷl会 1zン合匂受j( ! ぷiJß 1zン告数; 幻IJ f.s セン事 長文 j 総会 1zンf罪 史哲 4 匂3二，1J1:;

合言 4.056 401 9. 自首 2.389¥ 58.9出 716i 17. I弘 2851 7.0九 265 6.5% 
250 72! 28. 8首 110: 44.0弘 31: 12 目 4時 18: 7.2百 19: 7.6 
58 6¥ 10.3出 35¥ 60.3明 121 20. 7拡 4¥ 6. 9首
48 6: 12.5唱 20 41.7百 w 29. 2首 7! 14.6唱 2 

4 107 5: 4. 7唱 S, 76. 6時 15: 14.0首 4, 3. 7百 。

5 42 4, 9.5目 27 64.3唱 7! 16.7弘 2: 4.8唱 2, 4 
8 ~，l 59 13! 22.0首 34, 57.6拡 8: 13.6弘 4! 6.8見 0, G 
R , L 、 111 29! 26. 1 目 66! 59.5唱 7! 6. 3目 8! 7. 2目 む
11 56 。; 0.0首 35: 62.5唱 13! 23. 2幅 4 ・ 7.1 唱 4! 7 

9 83 9! 10.8日 63! 75. 9拡 91 10.8目 2, 2.4目 。: 。

10 45 6! 13.3% 24: 53 ‘ 3首 4! 8. 9目 4! 8. 9出 7! 15 
11 224 12! 5.4百 181: 80.8出 27: 12.1 目 2! O. 9弘 2! O. 

107 12! 11. 2出 57: 53.3弘 20: 18.7唱 12! 1 1.2覧 6! 5. 
345 7! 2.0首 237: 68.7覧 76: 22.0目 12: 3.5目 13! 3. 
280 11i 3. 9百 23 82.9唱 311 11. 1 拡 4, 1. 4唱 2, 。

114 22; 19.3唱 7 65.8唱 15: 13.2唱 0.9% 。

58 7! 12.1 出 4 72. 4唱 5! 8. 6弘 4 6. 9出 O! 。

38 2.6唱 2 52.6鳴 9; 23. 7時 5 ・ 13.2覧 3: 1 
28 3.6出 57.1 首 7! 25. 2: 7.1 唱 2 ・ 7.1 
37 6: 16.2唱 54.1 首 5 13 2! 5.4弘 4! 10.8 
114 28! 24.6首 58: 50. 9目 16! 14. 6! 5.3出 6! 5 
65 9; 13.8% 34 52. 3弘 12: 18 6! 9.2唱 41 6 

i,F1 ,. 117 6: 5.1 百 89 76.1 目 16 13 5! 

1 42.i. 378E 1唱百h 
O. 9% 

2 181 19! 10.5出 99; 54. 7唱 28: 15.5 23! 12: 6. 6出
24 11 49 2.0弘 28! 57.1 唱 10: 20.4 51 10 5¥ 10.2弘
25 34 0: 0.0百 14: 41. 2首 8; 23.5 41 11 81 23.5唱

26 
時甲山

97 14¥ 14.4出 701 72. 2唱 61 6 6: 6. 2目 1. 0弘

27 161 4; 2.5弘 801 49. 7首 26; 16 241 14.9弘 27! 16.8唱
28 179 O. 6% 1241 69.3唱 37! 20 101 5. 6% 71 3. 9出
29 59 11: 18.6弘 291 49.2日 13 22 4; 6.8出 2: 3.4弘
30 42 9¥ 21.4覧 17, 40.5% 91 21. 31 7.1 目 4 9. 5% 

33 4i 12.1 覧 191 57.6目 7; 21 3.0% 2 6.1 弘
27 8¥ 29.6目 8¥ 29.6目 6¥ 22 3¥ 11.1 覧 2 7.4目

33 I ffi¥ 56 3: 5.4目 31i 55.4目 3: 5.4% 3: 5.4覧 16; 28. 6出
34 E伝 1~， 9it 106 6, 5. 7目 671 63.2出 23: 21.7覧 7¥ 6. 6目 3: 2 

335 6 31 3; 9. 7目 9: 29.0% 10: 32. 3% 3: 9. 7百 6: 19 
33 6: 18.2唱 16: 48.5出 5: 15.2も 0: 0.0出 6: 18. 
16 6.3弘 2: 12. !i':, 5i 31. 3覧 6.310 7; 43. 
31 3.2弘 6¥ 19.4目 10: 32.3% 5 16.1 出 9: 
33 31 9.1 も 15: 45.5弘 4: 12.1 出 9: 27.3弘 2: 
120 0.8覧 23: 19.2出 61< 50.8唱 13: 10.8自 22: 
36 2: 5.6弘 231 63.9出 2: 5.6弘 5: 13.9目 4: 
42 2: 4. 8% 81 19.0唱 14: 33.3九 11! 26.2目 7i 
83 10 12.0弘 421 50.6目 21 , 25.3?, ヰ j 4. 8弘 6, 
51 3: 5. 9目 31 : 60.8目 10: 19.6目 2.0弘 6: 
58 5: 8. 6% 31 : 53.4唱 13, 22.4目 5: 8.6弘 4: 
69 21 2. 9目 26: 37.7出 14: 20. 3唱 15: 21. 7弘 12: 17.4出

4 43 10 23. 3唱 141 32. 6唱 12¥ 27.9唱 2 ・ 4. 7出 5i 11.6話

[領Ii義府県}

12 人以上~
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6 人以上-9 入米;I~I3 人以上-6 人未払

セン亨一教 i 約千1
6421 181----n','!-- 419: 65.3九

171 0: 0.0も 0: 0.0弘
441 1: 2.3弘 40: 90.9% 
怨j0: 0.0目 21: 84.0% 
121 0: 0.0首 7: 58.3覧
1231 6: 4.9弘 104: 84.6覧
401 0: 0.0%1 36: 90.0% 
271 4: 14.8%1 20: 74.1 弘
231 2, 8.7%1 14: 60. 9~も
171 0, 0.0弘 16 ， 94.1 唱
291 0: 0.0百 0: 0.0私
自01 5, 8.3%1 55, 91. 7弘
271 01 0.0首 1: 3.7弘
70:  0.0目1: 14.3略
741 0: 0.0鳴 631 85.1% 
60, 0.0%1 0: 0.0出
411 0: 0 似 30: 73.2% 
311 0: 0.0似 0: 0.0覧
391 0: 0.0首 11i 28.2拡

都道府採データより政令市データを強出したもの。



(4) いて

地域で生活する高齢者のニーズが多様化していること等の理由から、平成 2 1 年

度予算において、介護保険制度等社会保障制度と相侠って、市民の主体性に基づき

運営される住民参加サーピス等の担い手となる生活@介護支援サポーターを養成す

る事業に対する国庫補助制度を創設したところであるが、平成 2 2 年度予算(案)に

おいては、今年度の申請状況等を踏まえ、予算額を増額したところである。

当該J~成事業の実施主体は市町村としているが、事業を実施するにあたり、地域

の高齢者の実情を十分に把握し、総合相談支援等の十分な実績のある在宅介護支援

センター等の団体へ、その全部又は一部を委託することもできることから、これら

の積極的な活用について、管内市町村に周知願いたい。

また、複数の市町村が共同して研修会を行ったり、都道府県内で集中して実施し

た方が効率的な場合にあっては、その広域的な調整や取りまとめを都道府県にお願

いする場合もあるので、よろしくお願いする。

平成 22年麗予算〈簾)の繍饗

0 予算(案)額 2 5 8.5 百万円(対前年度 89. 3 百万円増)

0 事業内容 市民向けにおおむね 20 時間程度(講義及び実習)の研修

を行い、主に住民福祉サーピスを行うための担い手を養成

する。

0 実施主体 市町村

※ 当該事業を実施するにあたり、地域の高齢者の実情

を十分に把握し、総合相談支援等の十分な実績のある

在宅介護支援センタ一等の団体へ、その全部又は一部

を委託することができる。

市町村への定額補助0 補助率

※ 補助額については、人口規模等により必要とされる
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サポーターの人数に差があることから、市町村の算定

額を優先し柔軟に採択する。

※ 実施か所数の設定は行わない。

※ 本来事業の実施に当たっての留意事項

養成されたサポーターを活用し、市町村等が下記に例示する各種事業を推進

することが重要と考えているので、養成後の地域における活動の場づくりに

ついても併せて管内市町村に罵知願いたい。

{具体的事業の例}

O 困りごと相談

独居高齢者等生活上の不便の相談解決支援。

O 民間サーピスの活用支援

高齢者になじみの薄い宅配サービス利用などの支援。

O 防犯@防災への注意喚起

警察、消防と連携し、振り込み詐欺、悪徳訪問販売など日常生活を営

む上でのリスクマネジメントを支援。

0 たすけあい活動の創設

サポーターがチームを組織し、調理 e 畏い物援助、住宅@庭の維持管

理、通院@薬局への同行等を生活圏域内で実施。

0 ふれあいサロン、いきいき喫茶の運営

公民館、空き教室、空き店舗等の活用を図りながら、福祉講座、健康

講慮、世代間交流等を実施。
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3. 本執行について

0 地域支援事業は、

@要支援@要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、

@地域における総合相談機能や包括的@継続的なマネジメント機能を強化する観点か

ら、平成 1 8 年度より実施しているところである。

。 地域支援事業交付金の交付については、誠に遺憾ではあるが、制度創設期から、

会計検査院より対象経費の適切な算定等について毎年指摘を受けているところであ

り、本年度の実地検査においても、地域支援事業交付金が過大に交付されている事例

が指摘されている。

0 なお、指摘事項の大半は、費用額の算定に当たって、控除すべき経費を誤って計上

していたこと等の単純なミスによるものであり、関係法令や要綱等を十分に確認する

ことや、判断が困難な場合においては事前に協議する等の検証を行っていれば回避す

ることができるものであると考えられる。

0 ついては、管内市区町村に対し、適正な交付が確保されるよう更なる周知徹底を関

るとともに、交付申請及び実績報告における書類審査を厳格に行っていただくよう、

お願い致したい。
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